
 

 

○ 伊 丹 市 総 合 交 通 会 議 運 営 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 伊 丹 市 総 合 交 通 会 議 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ２ ７ 年

伊 丹 市 規 則 第 ２ １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ

き ， 伊 丹 市 総 合 交 通 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） の 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 会 議 の 招 集 ）  

第 ２ 条  会 長 は ， 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 会 議 を 招 集 し よ う と

す る と き は ， あ ら か じ め 日 時 ， 場 所 ， 議 題 そ の 他 必 要 な 事 項 を 委 員

に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 会 議 の 公 開 ）  

第 ３ 条  会 議 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 指

針 に 基 づ き 公 開 す る も の と す る 。  

（ 部 会 ）  

第 ４ 条  規 則 第 ５ 条 の 部 会 は ， 専 門 の 事 項 を 調 査 審 議 す る も の と し ,

そ の 名 称 及 び 調 査 審 議 事 項 は ， 別 表 の と お り と す る 。  

２  部 会 は ， 必 要 に 応 じ て 関 係 す る 他 の 部 会 と 合 同 で 開 催 す る こ と が

で き る 。  

３  部 会 長 は ， 部 会 の 調 査 審 議 結 果 に つ い て ， 会 議 に 報 告 す る も の と

す る 。  

（ 細 則 ）  

４  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か ， 部 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， そ

れ ぞ れ の 部 会 の 部 会 長 が 部 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

付  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 

別 表  

名 称  調 査 審 議 事 項  

進 捗 管 理 部 会  ・ 交 通 体 系 の 整 備 そ の 他 の 交 通 に 関 す る 施 策 に 係

る 総 合 的 な 計 画 （ 以 下 「 計 画 」 と い う 。 ） に 位 置

づ け ら れ た 施 策 の 進 捗 状 況 の 確 認 ， 効 果 検 証 及 び

変 更 が 必 要 な 事 項 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

自 転 車 部 会  ・ 計 画 の う ち ， 自 転 車 及 び 中 心 市 街 地 内 で の 移 動

に 係 る 施 策 （ 自 転 車 道 の 整 備 を 除 く ） の 策 定 及 び

変 更 が 必 要 な 事 項 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

道 路 部 会  ・ 計 画 の う ち ， 道 路 に 係 る 施 策 の 策 定 及 び 変 更 が

必 要 な 事 項 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

 

 


